
 

 

令和２年９月３０日 

 

 

９月１１日に合意された諮問事項について 

 

 
９月１１日に開催された議会運営員会において、本日の議会運営委員会で審議する

諮問事項が以下のとおり決定した。 

 

番号 要       旨 

７ 

各種計画について、関係する各常任委員会においても報告及び質疑を可能とする

こと 

提案理由 

現在、とりまとめを行う所管課が、所属する常任委員会のみで報告を行うこととなってい

る。そのため、所管外の個別事業について、充分な質疑を行うことができていないことか

ら、改善を求め提案する。 

12 

意見書等の提出に関する陳情の取扱いについて 

提案理由 

意見書等の提出を求める陳情は、各常任委員会に付託して審査しているため、賛成多数で

採択となる場合がある。この場合は、全会一致ではないため意見書等を提出することがで

きず、議会としての道義的責任（議会の不作為）が生じることになる。また、４人会派や

３人会派が所属していない委員会で全会一致の採択となった場合、該当する会派は、委員

会終了後、作成された意見書の案文で確認している。 

以上の課題を解決するため、意見書等の提出を求める陳情については、採決が前提である

「陳情」審査ではなく、議会全体の合意が図られるように、議会運営委員への参考送付と

し、意見書等を提出すべきと判断した会派は、案文を作成・提出し、会派提案の意見書と

併せて幹事長会において議論することを提案する。 

 

 

 

 

 


